
126

．米国 おける企業の公的負担割合の大 さ

1 企業の公的負担算出 おける考え方

ここ 企業 公的負担 割合を試算 際 企業負担 捉え方を以

設定 』7

間接税や統計上の租税負担者 明確 区分で い直接税の扱い

間接税や 政府 企業 家計 納税額を明確 分 い直接税 い 政

府 企業 家計 経済活動 大 さ 応 税収額 大 さを按分 こ

各部門 租税負担額

個人所得税 おける源泉徴収

現地インタビュ 結果等 企業 源泉徴収業務を企業負担 考え い い 考

え 本推計 い 源泉徴収事務 企業負担 さ いこ

個人事業主やパススルー事業体 納める個人所得税の扱い

米国 い S-Corporation や LLC パ シップ等 事業所得 事業体を

パスス 個人 ベ 課税さ 個人所得税 た 個人所得税 占

事業所得分を推計 こ を企業負担 こ

社会保険料事業主負担分の扱い

企業 公的負担を狭義 捉え 広義 捉え 社会保険料事業主負担分58

い 以 3通 捉え方を行う

企業 公的負担を狭義 捉え 企業 税負担 を公的負担 社会保険料 事業主

負担分を含 い ケ ス 1

企業 公的負担を広義 捉え 企業 税負担 加え 社会保険料 事業主負担分 公的

負担 含 ケ ス 2

米国 日本や諸外国 公的社会保険 含 療保険 存在 任意 雇用主

提供型民間 療保険 公的 療保険 代替 い そこ 企業 公的負担をさ

広義 捉え 企業 税負担 社会保険料 事業主負担分 加え 雇用主提供型民間

療保険 公的負担 含 ケ ス 3

57 試算方法 詳細 い 本報告書 参考資料 2.米国 け 企業 公的負担 推計方法 い

を参照
58 社会保険料 事業主負担分 い 負担 最終的 帰着 事業主負担分 保険料
原資を稼い い 被用者 家計＝個人 あ いう議論 存在 ここ 事業主負
担分＝企業負担分 あ 捉え
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以 を整理 企業 負担 税 範囲 捉え方 い 以 3ケ ス 考

え

間接税や負担者が
不明確 直接税 扱

個人所得税
源泉徴収

個人事業主 所
得税

社会保険料等 事業主
負担分

ケ ス
政府 家計 企業 活
動規模 按分

企業負担
さ い

企業負担 す
企業負担 含 い 税収

企業負担を推計

ケ ス
政府 家計 企業 活
動規模 按分

企業負担
さ い

企業負担 す
企業負担 含 ケ ス
社会保険料事業主負担分を
加えた推計

ケ ス
政府 家計 企業 活
動規模 按分

企業負担
さ い

企業負担 す
企業負担 含 ケ ス
事業主提供 民間保険料
医療保険 を加えた推計

2 試算結果

試算 企業 フォ ア州 立地 場合 ミシ ン州 立地 場合 2通

実施 た

企業 公的負担割合 ケ ス 1 税収負担 場合 フォ ア州

30.7％ ミシ ン州 32.0％ たケ ス 2 税収負担＋社会保険料事業主負

担 場合 フォ ア州 38.4％ ミシ ン州 35.7％ さ ケ ス 3

税主負担＋社会保険料事業主負担＋雇用主提供民間 療保険料 場合 フォ

ア州 40.8％ ミシ ン州 38.6％ た59

単位：百万

ケ ス 州
企業負担税額
連邦＋州＋地方

社会保険料
事業主負担分

雇用主負担
民間医療保険料

州全体 税収
連邦＋州＋地方

社会保険料収入
州相当分

民間医療保険料
州相当分

企業負担割合 備考
算出式

フォ ニア州 %

ミシ ン州 %

フォ ニア州 %

ミシ ン州 %

フォ ニア州 %

ミシ ン州 %

ケ ス

ケ ス

ケ ス

59 東京都委託調査 2012年 ス ン け 企業をサポ 行政サ ビス 企業 公的負

担 あ 方 関 調査 以 昨年度報告書 言う 日本 ス ン い

企業 公的負担割合 推計を行 い pp.19-22 米国 試算 け ケ ス 1 昨年度報告書 ケ

ス 6 米国 試算 け ケ ス 2 昨年度報告書 ケ ス 5 相当 米国 試算 け

ケ ス 3 相当 試算 日本 ス ン 実施 い い 日本 公的社会保険 ス

ン 税 療サ ビス 提供さ い た
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＜考察＞

税収 見 ケ ス 1 場合 フォ ア州 ミシ ン州 企業負担 重く

っ い こ ミシ ン州 企業 公的負担 小さく っ いう現地インタビ

ュ 調査 結果 矛盾す こ 理由 し 試算年度 2009 年度 ミシ ン事

業税 MBT 時代 あ あ 現時点 州法人所得税へ 以降 ミシ

ン州 企業負担 低下し い 可能性 あ 考え

法定社会保険料 負担を加味す ケ ス 2 ミシ ン州 フォ ア州

方 企業負担 重く ケ ス 3 う 雇用主提供型民間医療保険を加

え こ 傾向 変わ い

し 雇用主提供型民間医療保険 企業負担 ミシ ン州 方 フォ ア州

重い 伝統的大企業 手厚い福利厚生 提供さ い い あ

推察さ

本試算 パスス 事業体 S-Corporation パ ト シップ 個人事業主等

個人所得税 占 事業所得分 企業負担分 推計 大 仮定を置い い 60 仮

定次第 試算結果 変わ 得 こ 留意 必要 あ

60 個人所得額 う 非農林経営者所得 Nonfarm proprietors’ income 占 割合を っ S-

Corporation以下 経営者 事業所得額 し い 個人所得税 占 事業所得 割合 こ 値を

用い い


